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希
望
者
は
傍
聴
で
き
ま
す
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▼
と
き
　
３
月
１
日
(火)
、
午
後
２

受
水
槽
は
清
潔
に

水
道
業
務
課
（
上
下
水
道
庁
舎
内
）

０
５
８
７(

21)

２
１
８
１

 

１
０
０
１
２
９
９

　
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
建
物
で

は
、
水
道
水
を
受
水
槽
に
た
め
て

か
ら
給
水
し
て
い
ま
す
。

　
受
水
槽
は
、
所
有
者
が
管
理
を

行
う
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
管
理
を
怠
る
と
赤
さ
び
、
藻

な
ど
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
、
１
年
に
１
回
以
上
、
専
門
業

者
に
よ
る
清
掃
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
受
水
槽
周
辺
の
安
全

点
検
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

時
〜
４
時
▼
と
こ
ろ
　
産
業
会
館

大
会
議
室
▼
内
容
　
稲
沢
市
観
光

ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
（
第
２
次

稲
沢
市
観
光
基
本
計
画
）
の
進
捗

状
況
の
確
認
と
、
成
果
の
検
証
な

ど
▼
定
員　

15
人
（
先
着
順
）
▼

申
し
込
み
　
当
日
、
午
後
１
時
30

分
〜
１
時
50
分
に
会
場
へ

市
民
会
館
の
命
名
権
料
で

施
設
整
備
を
行
い
ま
し
た

市
役
所
生
涯
学
習
課

０
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市
で
は
市
民
会
館
の
愛
称
を

「
名
古
屋
文
理
大
学
文
化
フ
ォ
ー

ラ
ム
」
と
し
、
こ
の
命
名
権
料
を

施
設
整
備
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
は
、
小
ホ
ー
ル
空

調
機
の
修
繕
工
事
費
の
一
部
に
充

当
し
ま
し
た
。

ペットが死亡したときは
　ペットが死亡したときは、祖父江斎場で火葬することができます。
（合同で火葬するため、拾骨はできません）
　犬の場合は、祖父江斎場に死亡届の提出が必要です。祖父江斎場以
外で火葬した場合は、環境保全課へ提出してください。

◆使用料　１頭 600 円（飼い主が市内在住の場合）

◆問合先　祖父江斎場（ 0587(97)0004）

1001261

1001263

犬の登録と狂犬病の予防注射を
受けましょう

●変更の場合は届け出を

　犬の所在地や飼い主が変わったときは、変更後

の所在地の市区町村へ届け出が必要です。

費用（１頭）
・狂犬病予防注射…病院により異なる
・ 狂犬病予防注射済票…550 円
・犬の登録…3,000 円

●表彰基準

４月１日現在で次の全てを満たしていること
①�同じ犬を 15 年以上（平成 19 年３月 31 日以前
から）飼育し、犬の登録と毎年の狂犬病予防注
射を実施している

②これまで一度も咬
こう

傷
しょう

事故などを起こしていない
③過去に同一犬でこの表彰を受けていない

●申し込み

４月１日 ( 金 ) ～６月 30
日 ( 木 ) に、申請書に記入
の上、環境保全課へ（用
紙は市内の一部動物病院
にもあります。ダウンロー
ド可）

長寿犬飼育者表彰 1001262

問合先

環境保全課（環境センター内）
0587(36)3710

●予防注射の時期です

　犬の飼い主には、犬の登録を申請し、毎年１回、４
月～６月に狂犬病の予防注射を受けさせる義務があり
ます。登録・注射の対象は、生後 91 日以上の犬です。
　登録が済んでいる方へ、３月下旬に「お知らせはが
き」を送付します。予防注射を受けるときは、必ずは
がきの問診票に記入の上、持参してください。

令和４年度より集合注射を終了します。
動物病院での接種をお願いします。

公
共
下
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水
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▼
供
用
開
始
区
域
　
左
図
（
①
井

之
口
大
坪
町
・
奥
田
大
沢
町
の
全

部
、
日
下
部
北
町
三
丁
目
・
日
下

部
北
町
四
丁
目
・
日
下
部
北
町
五

丁
目
・
奥
田
酒
伊
町
の
一
部
②
北

市
場
町
東
玄
野
・
北
市
場
町
玄
野

の
全
部
、
北
市
場
本
町
三
丁
目
・

北
市
場
本
町
四
丁
目
・
北
市
場
町

西
玄
野
・
北
市
場
町
古
三
味
・
日

下
部
町
河
原
の
一
部
）

②北市場地区
北市場町東公園

ＪＲ清州駅

清州一場大嶋公園

①井之口・奥田地区

奥田公園
テニスコート

大型商業施設

供用開始日

 ▲ 令和３年度市長賞
　チコちゃん

井之口大坪

清須市

３月１日～７日

動運予 防火 災全 国春 季
問合先　消防本部予防課　 0587(22)2114 1005884

４つの習慣

□ 寝たばこは、絶対にしない・させない
□ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
□ こんろを使うときは、火のそばを離れない
□  コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは
抜く

６つの対策

□  ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使
用する

□  住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を目安に
交換する

□  部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは防炎品
を使用する

□  消火器などを設置し、使い方を確認しておく
□  特にお年寄りや体の不自由な方は、避難経路と避難
方法を常に確保しておく

□  防火防災訓練への参加、戸別訪問など、地域ぐるみ
で防火対策を行う

住宅防火 いのちを守る

1010のポイント

　３月上旬はまだ寒さが残り、空気も乾燥し火災が発生しやすい季節で

す。皆さんの尊い生命や財産が火災で失われることのないよう、日頃から

十分注意してください。

 ▲ 防火ポスター　稲沢市長賞
　柳楽 伊織さん（片原一色小１年）

出火原因は、放火の疑いが 17 件と多いため、家の周りや敷地内には燃え
やすいものを置かないようにしましょう

令和３年の火災概要

●  出火件数　56 件
（内、建物火災 28 件、車両火災６件、その他の火災 22 件）

鴻野橋

３月 31 日 ( 木 ) から ４月 30日 ( 土 ) から ６月 30 日 ( 木 ) から

！


